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(57)【要約】
【課題】ＦＲＰ積層構造を有する耐破裂性に優れ、軽量
な高圧容器を提供することを目的とする。
【解決手段】樹脂を含浸したガラス繊維またはカーボン
繊維をライナーに巻付けて形成したＦＲＰ積層構造を有
する圧力容器であって、前記ＦＲＰ積層構造の外面側の
層として、ライナー胴部の軸方向に対して、４５～６０
°の配向角を有する高角度ヘリカル巻き層としたことを
特徴とするＦＲＰ圧力容器。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂を含浸したガラス繊維またはカーボン繊維をライナーに巻付けて形成したＦＲＰ積
層構造を有する圧力容器であって、前記ＦＲＰ積層構造の外面側の層として、ライナー胴
部の軸方向に対して、４５～６０°の配向角を有する高角度ヘリカル巻き層としたことを
特徴とするＦＲＰ圧力容器。
【請求項２】
　前記ＦＲＰ積層構造を形成する各層は、それぞれ同一繊維で構成され、さらに、前記高
角度ヘリカル巻き層は、前記ガラス繊維またはカーボン繊維を少なくとも１回転以上巻付
けた層であることを特徴とする請求項１記載のＦＲＰ圧力容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＦＲＰ圧力容器の積層構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属またはプラスチック製ライナーに繊維強化プラスチック（以下ＦＲＰと呼ぶ）を巻
付けて形成された圧力容器は軽量で強度が得られるので、各種の高圧力容器、特に自動車
に搭載する天然ガスタンクとしての応用が図られている。
【０００３】
　本圧力容器は、一般に円筒状の胴部とその両端に鏡部を有する円筒タンク形状をしてお
り、この鏡部の一方または両方の略中央部にガスが出入りする開口部が設けられている。
【０００４】
　ライナーは、圧力容器の内面を形成するもので、通常軽量化の観点からアルミニウム合
金が用いられる。この場合のＦＲＰの積層構造は、ライナーの胴部にＦＲＰを巻付けたフ
ープ巻き（ライナー胴部の軸方向に対して約９０°の配向角）とライナー全体にＦＲＰを
巻付けたヘリカル巻き（ライナー胴部の軸方向に対して約１０～２０°の配向角）が知ら
れている。また、これらの巻きパターンを組み合わせた形がとられることが多い。
【０００５】
　すなわち、円筒形圧力容器は、破壊時の安全性を考慮して、軸方向強度＞周方向強度と
なるように設計され、これを歪比で表すと軸方向歪と周方向歪の比εΑ/εΗは０．９～
１．０となる。そして、この軸方向強度をヘリカル巻き層が、周方向強度をフープ巻き層
がそれぞれ担うこととなる。したがって、この場合は、ヘリカル巻き層が崩れるのを防止
する目的で最外層はフープ巻き層とするのが一般的である。
【０００６】
　特許文献１は、従来のヘリカル巻き層が、口金部まで鏡部全体を覆う構造であったのに
対して、ライナー胴部に、胴部の軸方向に対して４０～７５°の配向角を有するヘリカル
巻き層として鏡部全体を覆わない構造として軽量化を図ったもので、最外層はフープ巻き
が施されている。
【０００７】
　特許文献２は、薄いアルミニウム合金等の軽合金等でできた内殻の軸方向に対して内面
側を５～５０°と外面側を７５°～１０５°の角度で配した補強繊維糸の巻層を形成し、
補強繊維糸として炭素繊維糸等、樹脂としてエポキシ樹脂等の熱可塑性樹脂を用いること
によって、軽量化し、繰り返し衝撃に対する耐圧性能の向上を図っている。この場合も内
面側のヘリカル巻き層を外面側のフープ巻き層が保護する形をとっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－２２０６９１号公報
【特許文献２】特開平９－２５７１９３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　カーボン繊維を用いた一般高圧ガス用ＦＲＰ容器の適用法令としては、高圧ガス保安法
　容器保安規則に定める技術的要件を満たすものとして「アルミニウム合金ライナー・炭
素繊維製一般複合容器の技術基準」（通称KHKS0121(2005)）が適用される。当該基準にお
いて、高圧容器の耐衝撃性能確認試験として落下試験が規定されている。
【００１０】
　当該試験は、高圧容器を高さ３ｍ以上の高さから容器を垂直にした状態で床面に落下さ
せる垂直落下試験を行い、次に容器を水平にした状態で床面に落下させる水平落下試験を
行い、次いで、容器を水平にした状態で床面の鋼製アングル（１辺が３８ｍｍ以上４０ｍ
ｍ以下で、厚さが４．８ｍｍ以上５ｍｍ以下）に落下させる。
【００１１】
　そして、上記試験後の容器を大気圧と最高充填圧力以上の上限圧力との間で圧力サイク
ル試験を１０００回以上繰り返す。圧力サイクル試験後に破裂試験を実施する。破裂性能
は破裂圧力が設計破裂圧力の９０％以上であって、破裂の起点が当該容器の胴部であるこ
とが必要とされる。
【００１２】
　上記した落下性能を満足するためには、ＦＲＰ積層を従来の設計値よりも大幅に増やす
必要があり、圧力容器の容器重量が増加することとなり、経済性にも問題があった。
【００１３】
　そこで、本発明は、このような問題の解決を図るため、高圧容器の肉厚や重量を増大さ
せることなく、上述した技術基準で定めた落下試験を満足するＦＲＰ積層構造を有する高
圧容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　発明者等は、上述した課題を鋭意検討し、発明を完成させたもので、その要旨は以下の
通りである。
【００１５】
　第一の発明は、樹脂を含浸したガラス繊維またはカーボン繊維をライナーに巻付けて形
成したＦＲＰ積層構造を有する圧力容器であって、前記ＦＲＰ積層構造の外面側の層とし
て、ライナー胴部の軸方向に対して、４５～６０°の配向角を有する高角度ヘリカル巻き
層としたことを特徴とするＦＲＰ圧力容器である。
【００１６】
　第二の発明は、前記ＦＲＰ積層構造を形成する各層は、それぞれ同一繊維で構成され、
さらに、前記高角度ヘリカル巻き層は、前記ガラス繊維またはカーボン繊維を少なくとも
１回転以上巻付けた層であることを特徴とする第一の発明に記載のＦＲＰ圧力容器である
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のＦＲＰ圧力容器を得ることによりＦＲＰ繊維層の厚みを増大させることなく、
強度と耐衝撃性能が大幅に向上し、小型軽量化を図ることができ、落下試験も満足できる
ようになった。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明のＦＲＰ圧力容器を鋼製アングルに落下させたイメージ図である。
【図２】本発明のＦＲＰ圧力容器の断面積層構造を示す図である。
【図３】従来のＦＲＰ圧力容器を鋼製アングルに落下させたイメージ図である。
【図４】従来のＦＲＰ圧力容器の断面積層構造を示す図である。
【図５】本発明の一実施の形態を示すＦＲＰ圧力容器である。
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【図６】従来のＦＲＰ圧力容器を示す側面図である。
【図７】配向角度による破裂圧力の変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図６は、従来のＦＲＰ圧力容器を示す側面図である。ライナー３はアルミニウム合金製で
あり、５はその胴部を、６は鏡部を、４は高圧ガスを取り出す口金部である。このライナ
ー３の外面側にヘルカル巻き層２と最外層にフープ巻き層１が積層されている。ヘリカル
巻き層は、口金部まで鏡部全体を覆う構造になっており、その配向角も口金/胴部の外径
比によって定まるが、概ね１０～２０°である。最外層のフープ巻き層１はライナー胴部
５上に胴部の軸方向に対して約９０°の配向角で巻き付けられている。
【００２０】
　図５は本発明の１実施の形態を表したもので、最外層はライナー胴部の軸方向に対して
、４５～６０°の配向角を有する高角度ヘリカル巻き層２を表したものである。
【００２１】
　図３は、従来のＦＲＰ圧力容器のＦＲＰ積層構造を有する圧力容器を水平にして、鋼製
アングル上へ落下試験を行った例を示す。図４は、図３に使用したＦＲＰ圧力容器のＦＲ
Ｐ積層構造の断面図で、内層側からフープ巻き層（９０°）１．２ｍｍ厚、中間層はヘリ
カル巻き層（１２°）０．９ｍｍ、外層はフープ巻き層（９０°）１．１ｍｍと、積層厚
は３．２ｍｍである。
【００２２】
　鋼製アングルの角部は鋭角のため、フープ巻き層の奥深く、そのダメージ範囲１２は中
間層であるヘリカル巻き層までおよんでいる（図３、図４）。よって、落下後に強度を担
う層は内面側のフープ巻き層と中間のヘリカル巻き層の２層１３となる。従って本積層構
造をとる場合は、落下によるダメージを小さくするには、最外層のフープ巻き層を更に厚
くする必要がある。
【００２３】
　図１は、本発明に係るＦＲＰ積層構造を有する圧力容器を水平にして、鋼製アングル上
へ落下試験を行った一実施の形態を示す例である。本発明例は、フープ巻きと１２°の配
向角を有するヘリカル巻きとの中間に当たる高角度ヘリカル巻き（配向角４５～６０°）
を最外層にクロスに巻いた例である。なお、配向角の取り方は容器軸方向に対しての角度
となる。図２に、ＦＲＰの積層構造の断面の一実施の形態を示す。内層側からフープ巻き
層（９０°）０．８ｍｍ厚、中間層はヘリカル巻き層（１２°）１．２ｍｍとフープ巻き
層（９０°）０．８ｍｍ、最外層は高角度ヘリカル巻き層（５５°）０．４ｍｍと、積層
厚は３．２ｍｍと従来例と同じ厚さである。
【００２４】
　落下試験のダメージ範囲１２は、図２に示すように、最外層の高角度ヘリカル巻き層で
止まっており、落下後に強度を担う層は内面側のフープ巻き層（９０°）と中間のヘリカ
ル巻き層（１２°）とフープ巻き層（９０°）の３層１３となる。本発明例によれば、積
層厚を厚くすることなく落下衝撃を軽減することができる。
【００２５】
　次に、図７にヘリカル巻き層の配向角度を変化させた場合の落下試験後の破裂圧力の変
化を調査した結果を示す。試験は、最外層までは同じ積層構造で、最外層のみの巻き角度
を変えた容器について落下試験・破裂試験を実施した。落下試験・破裂試験は、「アルミ
ニウム合金ライナー・炭素繊維製一般複合容器の技術基準」（通称KHKS0121(2005)）に従
って落下試験を行った後に、破裂試験をおこなった。
【００２６】
　横軸は、最外層ヘリカル巻き層の巻き角度を、縦軸は落下試験後の破裂圧力の変化を非
落下試験材の破裂圧力に対する比率で表した。なお「アルミニウム合金ライナー・炭素繊
維製一般複合容器の技術基準」（通称KHKS0121(2005)）によると、「容器は最高充填圧力
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における炭素繊維の応力が、最小破裂圧力における炭素繊維の応力の３／１０以下となる
肉厚を有すること」と規定されており、本試験で使用した試験体においては当該規定を満
足する角度範囲は４４度以上である。
【００２７】
　よって、配向角が４５度未満では、設計における応力基準を満足しないこととなる。ま
た６０度超えでは、落下試験後の破裂圧力が７０％以下に低下する。従って、応力解析と
落下試験・破裂試験結果からヘリカル巻き層の配向角を４５～６０°とするのが好ましい
角度であることがわかる。配向角が４０～６０°の範囲であれば落下後の破裂性能は通常
の破裂圧力の７０％までを確保できる。
【００２８】
　最外層の高角度ヘリカル巻き層は、ガラス繊維またはカーボン繊維で１層以上巻き付け
た層とすることが望ましい。耐衝撃性を増すことができるからであり、望ましくは、１層
以上巻き付けるのがよい。高角度ヘリカルは、繊維と垂直方向に刺さるアングルの衝撃に
対して最も強い巻き方である。
【００２９】
　なお、本発明におけるＦＲＰ積層構造の層とは同一繊維を用いて、同一角度でライナー
に巻き付けられた積層をいう。なお、上述した積層厚は一実施例を述べたものでこれに限
るものではない。用途、部位、要求品質によって適宜決定される。
【実施例１】
【００３０】
　以下に具体的実施例について述べる。
【００３１】
　圧力容器のライナーとしてアルミニウム合金製で外径１０３ｍｍ、胴部肉厚１．５ｍｍ
、長さ４２０ｍｍ、口金部外径３１ｍｍ、容量２．８Ｌを用いて、その外装に本発明例と
して、内面側からフープ巻き層（９０°）０．８ｍｍ、ヘリカル巻き層（１２°）１．２
ｍｍ、フープ巻き層（９０°）０．８ｍｍ、最外層として高角度ヘリカル巻き層（５５°
）０．４ｍｍ、全厚みを３．２ｍｍとした積層構造の圧力容器と、比較例として、内面側
からフープ巻き層（９０°）１．２ｍｍ、ヘリカル巻き層（１２°）０．９ｍｍ、フープ
巻き層（９０°）１．１ｍｍ、全厚みを３．２ｍｍとした積層構造の圧力容器を作成し、
「アルミニウム合金ライナー・炭素繊維製一般複合容器の技術基準」（通称KHKS0121(200
5)）に従って落下試験を行った後に、破裂試験をおこなった。その結果を表１に示す。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　設計強度６２ＭＰａに対して、比較例では５０～７０ＭＰａであった。一方、本発明例
では８０ＭＰａ以上の強度が得られた。
【００３４】
　本発明例は、比較例と比較して、落下衝撃性能を大幅に向上させることができ、より軽
い容器を製造可能となった。ＦＲＰ積層量は２．８Ｌ容器で、比較例では１７００ｇであ
ったが、本発明例では１６００ｇで同一性能を得ることができた。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
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　本発明は、一般高圧ガス容器として各産業分野において利用することが可能である。
１例として、燃料電池用水素容器、在宅医療用酸素容器、消化用炭酸ガス容器等である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　フープ巻き
　２　　ヘリカル巻き
　３　　ライナー
　４　　口金部
　５　　胴部
　６　　鏡部
　１１　アングル
　１２　ダメージ範囲
　１３　落下試験後の荷重負担部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】
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